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放射線防護上の不適合事例（1/3） 1

発生日 件名 不適合内容

2020.2.13 電子式線量計及びガラスバッジの
一時不携帯について

協力企業作業員は、入退域管理棟にて電子式線量計とガラスバッジを借用し、
現場作業を実施。作業終了後、企業厚生棟にて着替えをした際、電子式線量計
とガラスバッジをつけた首ひもを棚にかけたが着替え完了時に再び電子式線量
計とガラスバッジを着用することを失念し、入退域管理棟に向かった。退域手
続き前で不携帯に気がついた。再発防止対策として、元請企業社員及び作業員
に対し、放射線防護について再教育を実施。今後、元請企業にて原因の深堀り
と対策を検討予定。

2020.2.18 プロセス主建屋３階水中試験片の
放射線劣化調査作業における顔面
汚染について

プロセス主建屋３階において、水中試験片の放射線劣化調査作業を行っていた
協力企業作業員が、企業棟休憩所にて作業後の汚染検査を行ったところ、鼻お
よび口廻りに放射性物質の付着を確認。そのため、入退域管理棟において鼻の
中について汚染検査をしたところ、９００ｃｐｍを検出。除染を実施し、退出
基準（４Ｂｑ／ｃｍ２（約６００ｃｐｍ））を下回ったことから、入退域管理
棟から退域。その後、ホールボディカウンタによる測定の結果、内部被ばく線
量は記録レベル（２ｍＳｖ）未満であった。今後、原因を調査し、再発防止対
策を検討。

2020.3.11 協力企業作業員における装備交換
所への置き忘れによるＡＰＤ・Ｇ
Ｂ不携帯について

協力企業作業員がＨタンクエリア装備交換所にて、ＡＰＤ※１とＧＢ※２を置
き忘れたまま現場作業を行っていたことを確認。別の協力企業作業員がＡＰＤ
とＧＢが置き忘れられていることに気づき判明。なお、入退域管理施設から当
該装備交換所まではＡＰＤ・ＧＢを適切に携帯していたと報告を受けている。
今後、原因調査及び再発防止対策を実施予定。※１．ＡＰＤ 警報付ポケット
線量計※２．ＧＢ（ガラスバッジ） 積算線量計

2020.3.31 半面マスクの右側フィルター紛失
について

協力企業作業員が、汚染車両を移動させるために使用するクレーンの移動立会
い作業後、登録センター（休憩所）に入域した際、サーベイ員より半面マスク
右側フィルターがないことを指摘され紛失を確認。右側フィルター捜索の結果、
登録センター東側道路で発見。作業現場および移動経路のダストを測定し、異
常なしを確認。作業員の放射性物質内部取り込みを確認するためホールボディ
カウンターを実施し、異常なしを確認。立会い作業中は他作業員によりフィル
ターが装着されていたことは確認されているため、作業終了後、右側フィル
ターが落ちたと推定。
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発生日 件名 不適合内容

2020.4.7 協力企業による線量データの
誤送信について

委託先の協力企業が毎月の線量評価を実施する為に、電子式線量計の線量データを各社
毎に仕分け、順次メールにて送付したところ、送付先企業から、他企業のデータファイ
ルが含まれているとの連絡を受けた。確認した結果、対象企業７９社の内、合計３９社
に誤ったデータを送付していたことが判明した。なお、送付データの個人情報項目は個
人番号、氏名、所属企業名、電子式線量計の線量値等であり、６０５３件分である。同
日に送付された３９社に連絡し、当該メールの削除を依頼すると共に第三者が閲覧して
いないことについても追加で確認。

【原因】
1.各企業の個人線量データをメールで送付する運用としていた。
2.委託先の作成者は、従事者登録申請書のzipファイルをシステムに取り込む業
務を並行して行っていたため、その手順と混同し、必要のないzipファイルを
作成した。

3.委託先の作成者と確認者でチェックを行っていたが、各々がどのように何を
チェックするのか明文化されておらず、チェックシートも使用していなかっ
た。

4.各企業にメール送付する作業は、委託先の作成者と確認者でチェックを行っ
ていることは把握していたが、手順やチェック方法は確認していなかった。

【対策】
1.各企業がシステムにアクセスして個人線量データを確認する運用に変更する
（メール送信をやめる）。（準備中 ９月中開始予定）

2.各企業の個人情報を取り扱う作業を行っている間は、他の業務と並行して作
業しない（異なる作業のファイルや情報を同時に扱わない）（５月１８日開始）

3.チェック項目、チェック時の視点を具体的に明記したチェックシートを作成
し、作成者と確認者でダブルチェックを行う。（５月１８日開始）

4.委託先の手順書を受領し、作成者と確認者の役割分担、チェックが適切かレ
ビューするとともに、MOを実施する。（５月１８日開始）

【対策の効果】
対策２、３、４を実施以降同様の誤りは発生していない。
また、準備中である対策１については、実施済の対策にさらに万全のものとするための
ものである。
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発生日 件名 不適合内容

2020.4.13 プロセス主建屋１階の除染剤剥離
作業における顔面汚染について

プロセス主建屋１階において床面に噴霧した除染剤の剥離作業を行っていた協
力企業作業員が、作業終了後の汚染検査にて顔面に放射性物質の付着を確認。
鼻腔スミアからも汚染が検出されたことから、内部取込のおそれがあると判断。
その後、除染を実施し、退出基準を下回ったことから、入退域管理棟から退域。
緊急医療室の医師による問診の結果、健康状態に異常なしと診断。ホールボ
ディーカウンタによる測定の結果、内部被ばく線量は記録レベル（２ｍＳｖ）
未満であった。今後、詳細原因を調査し、再発防止対策を検討。

2020.6.3 電子式線量計およびガラスバッジ
の一時不携帯について

構内休憩所（旧登録センター）内で作業を行なった協力企業作業員が作業終了
後、一般作業服に着替え、入退域管理棟にて退域手続きをしようとした際、電
子式線量計（ＡＰＤ）とガラスバッチ（ＧＢ）の不携帯に気付いた。原因は、
一般作業服に着替える際、ＡＰＤとＧＢを脱衣かごに入れることになっている
が、棚に仮置きしたものと推定。当事者のＡＰＤおよびＧＢについて、構内休
憩所にて発見、回収し退域処理を実施。
原因の調査及び再発防止対策の立案中。

以下の事例については、詳細を以降個別に示す。

２０２０．２．１３ 電子式線量計及びガラスバッジの一時不携帯について
２０２０．２．１８ プロセス主建屋３階水中試験片の放射線劣化調査作業における顔面汚染について
２０２０．３．１１ 協力企業作業員における装備交換所への置き忘れによるＡＰＤ・ＧＢ不携帯について
２０２０．３．３１ 半面マスクの右側フィルター紛失について
２０２０．４．１３ プロセス主建屋１階の除染剤剥離作業における顔面汚染について
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電子式線量計及びガラスバッジの一時不携帯について

【発生事象概要】

2020年2月13日（木） 11:30頃

協力企業現場担当者（T）※1は建物改造工事の
現場にて建物外壁等の写真撮影作業を実施。
作業完了後企業厚生棟で着替えを行った後、
入退管理棟で退域手続きを行おうとした際、
APD及びガラスバッジ（以下GB） ※2が無いこ
とに気付いた。

【原因】

・脱衣時、APD・GBをラック柱部分に掛け着
替えを行った。着替え後に、室内にいた作
業員に作業計画の相談を受けている間に、
ラック柱部分にかけたAPD・GBの存在を失
念してしまった。

・休憩所退出時のセルフチェックを忘れてい
たため入退管理棟ゲート到着前まで、
APD・GBの未装着に気付かなかった。

※1：性別：男性
経験年数(当該事業所)：1年未満

※2：APD（警報付ポケット線量計）
ガラスバッジ（積算線量計）

4

N

企業厚生棟

休憩所
発生場所

入退域管理棟

移動経路（徒歩）

N
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電子式線量計及びガラスバッジの一時不携帯について

【時系列】
2020年2月13日

9：00頃～ 作業（現場状況の写真撮影）
11：00頃 休憩所へ移動（企業厚生棟休憩所）
11：25頃 休憩所から入退域管理棟に向け出発
11：35頃 入退域管理棟退域ゲート到着（APD退域処理手前でAPD・GBの不携帯に気づく）
12：10頃 協力企業社員が厚生棟からTのAPD・GB持参移動
12：20頃 協力企業社員が入退域管理棟到着
12：30頃 ＡＰＤ退域処理完了

5

【再発防止対策】

・休憩所退出時に、現場代理人等による装備確認方法をルール化
・対策実施状況をチェックシートに記録し、定期的に確認する

・休憩所退出時に装備確認(相互チェック・セルフチェック)を確実に行う
ようルールを再周知並びにポスター等を掲示

・ふるまい教育、今回の事象をとりまとめた報告書の周知、再教育を実施
・熟練者の同行による装備の教育を行う

2020年5月~実施

2020年2月~実施

⇒2020年5月末現在、当該工事において休憩所退出時のルール違反者なし
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【概要】○2020年2月18日、プロセス主建屋３階の開口部付近において放射線劣化調査のため地下滞留水中のＰＥ管
試験片の引上、取出を実施した。

○本作業終了に伴い退出する際に、協力企業作業員１名の左手首及び顔面（口周り、鼻腔内）に汚染が付着
していることが確認されたため、管理対象区域から退出可能なレベルまで除染を行い、後日ホールボディ
カウンタ等による取込量の測定及び預託線量の評価を実施した。保守的に評価した預託実効線量は、記録
レベル未満の評価であった。

【原因】○当該作業員は、汚染した水を取り扱う作業であるにも関わらず、アノラックとゴム手袋の間がシーリングさ
れていなかったため、汚染した水が隙間から侵入し、左手首を汚染した。（顔面汚染については、脱衣時に
汚染が伝搬したものと推定される。）

○また、アノラック着用時のシーリング方法については、防護教育内において教育されているが、明確なルー
ルが定められていなかった。

【対策】○本事象は、不適切な防護装備の着用に起因し発生した事象であるため、今後の対策としては、「工事担当者
等による作業内容や現場環境に応じた適切な防護装備の検討及び検討内容（対策を含む）の作業員への周
知」を徹底することとする。また、所内の共通ルールとして、「防護装備の具体的な着脱手順やシーリング
方法の明確化」及び「放射線防護に関する『ふるまい教育』への反映」を図ることにより、再発防止に取り
組む。

3階 作業エリア
(開口部）

プロセス主建屋

放管員
作業員
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プロセス主建屋３階水中試験片の放射線劣化調査作業における顔面汚染について
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【再発防止対策】
●工事担当者等は事前に作業内容や現場環境に応じた適切な防護装備について十分な検討を行い、
その検討内容及び対策を作業員へ周知する。
（6/3 企業イントラネットへ事例の情報を掲載を行い周知した。）

●防護装備の具体的な着脱手順やシーリング方法について、所内共通ルールの明確化を行う。
（対応実施中 ６月中実施予定）

●上記ルールを「放射線防護に関する『ふるまい教育』」の教育内容に反映する。
（対応実施中 ６月中実施予定）

【時系列】
2/18

8:10頃 事務所にてTBM-ＫＹ
11:40頃 現場到着（プロセス主建屋）
12:15頃 作業エリアでのTBM-ＫＹ
13:50頃 試験片引き上げ作業実施
15:30頃 作業終了
17:40頃 企業棟にてタイベック、全面マスク等脱衣

退出時に口周り：1150cpm(BG 310cpm)の汚染を確認し除染を実施
除染後：130cpm(BG 70cpm）

19:47 鼻スミヤ結果：350cpm(BG 70cpm)から内部取込の可能性があると判断
19:55 管理区域退出

管理対象区域の基準（4Bq/cm2）を満足しているが、顔面に若干の汚染あり
2/19
15:55 顔面の汚染検査を実施し、汚染が確認されなかったことから、ホールボディ

カウンタによる内部被ばく検査を実施
記録レベル2mSv未満であると評価
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【概要】
2020年3月11日、協力企業作業員が装備交換所に、APD(警報付ポケット線量計)と

ガラスバッジ(積算線量計)を置き忘れて、作業に従事していた事象が発生し、装備交換

所～作業場所～装備交換所の移動ならびに作業時間帯において、ＡＰＤ・ガラスバッチ
による線量確認ができない事象が発生した。

装備交換所

作業場所

【時系列】

8時47分頃 入退域管理棟より入域
9時00分頃 装備交換所でＹ装備に着替え開始
9時15分頃 装備交換所で着替えを終え、現場出向
9時20分頃 現場到着、作業開始
9時50分頃 他社作業員が装備交換所にて、

APD(警報付ポケット線量計)とガラス
バッジ(積算線量計)の置き忘れを発見

10時15分頃 当社監理員が現場にてＡＰＤ・ＧＢ未装
着の作業者を確認

10時51分頃 装備交換所でAPD・ガラスバッチを受け
取り、入退域管理所から退域

協力企業作業員における装備交換所への置き忘れによるＡＰＤ・ＧＢ不携帯について
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協力企業作業員における装備交換所への置き忘れによるＡＰＤ・ＧＢ不携帯について

【被ばく線量確認】

作業者の被ばく線量は、同一作業従事者（6名）の線量(APD値)はγ線量が0.03～
0.05mSv、β線量が0.0mSvであり、同一作業従事者の最大値を採用して、γ線量を
0.05mSv、β線量を0.0mSvと評価した。

【発生原因】
・元請会社では、首紐を外さない事は理解していたが、急いでいたためすぐに付けれ
ば問題ないと思い、不織布チョッキとAPDとガラスバッジを一緒に脱いで棚に置いた。
当日の作業内容を考えながら、Y装備に着替えたため棚に置いた事を忘れてしまい、
APD，ガラスバッジを付け忘れた。
・装備交換所後のセルフチェックが行われていなかった。
・装備交換所の相互確認は、作業班長（APD確認責任者）が「バッジは大丈夫か」のか
け声だけで現物確認をしなかった。
・当該作業者は、声掛けがリングバッジの事だと思い、リングバッジは確認したが、ガラ
スバッジ，APDは確認しなかった。
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協力企業作業員における装備交換所への置き忘れによるＡＰＤ・ＧＢ不携帯について

【再発対策】

（元請会社）
・装備着脱時に首紐が体から離れない様に首紐にストッパーを取付けて運用する。

(2020年3月17日より実施)

・工事担当者、放射線管理員が一緒に装備交換所，入退域管理所に出向し、専任APD

確認責任者となり、APD，ガラスバッチ，GPS等の携行品を目視，触手で確認を行う。

(2020年3月17日より実施)

・パートナー制を導入しパートナー名をタイベックに記載し、専任APD確認責任者の確

認を受ける前に、装備交換所で防護服への着替え完了後に相互に目視，触手でAPD

ガラスバッチ，GPSの確認を行う。(2020年3月17日より実施)

・上記の新ルールを本委託に携わる全員に周知教育を行う。(2020年3月16日実施)

・放射線ルールの再教育を実施する。（2020年3月16日実施）

(福一に係わる元請会社ならびに関係会者の全員を対象)

（発電所内水平展開）
・元請各社に対し「再発防止対策の徹底のお願い」を実施。
（先日発生したAPD・GB未着用防止対策の取り組みのご紹介ならびに各社さまにお
ける再発防止対策の徹底のお願い：2020年3月16日付け）

【効果】
本委託期間中、当社監理員による対策の励行を確認、委託完了まで再発は発生し
ていない。



無断複製転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

半面マスクの右側フィルター紛失について

【概 要】
２０２０年３月３１日、土捨て場（汚染車両一時保管場所）に汚染車両を移動する業務の
協力企業作業員が、中央交差点（Ｇゾーン）でのクレーン移動の立会い終了後、休憩所（
装備交換所）である旧登録センターに戻ったところ、休憩所サーベイ員に半面マスクのフ
ィルターが無いことを指摘され、気付いた。
なお、そのフィルターについては、旧登録センター東側道路（Ｇゾーン）にて発見された。

【時系列】
７時２７分頃 入退域管理棟出発
７時３５分頃 旧登録センター到着
８時００分頃 旧登録センターにてＴＢＭＫＹ実施
８時１５分頃 徒歩にて旧登録センター出発
８時３０分頃 立合い現場（中央交差点駐車場）到着
８時４０分～９時１５分頃 現場立合い実施
９時２０分頃 徒歩にて旧登録センターへ移動
９時５０分頃 顔面を含む身体サーベイを実施（汚染無し）
１０時４０分頃 旧登録センター東側道路で右側フィルターを発見
１１時２０分頃 作業現場および旧登録センター東側道路でのダスト測定（異常無し）
１１時２７分頃 ＷＢＣ受検（異常無し）



無断複製転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

半面マスクの右側フィルター紛失について

【推定原因】

クレーン移動の立合い作業中は、他の作業員の聞き取りより、フィルターが装着されて
いることは、確認されていることから、立合い終了後、徒歩で戻る途中に半面マスクの右
側フィルターが落ちたと推定される。

【再発防止対策】

マスク装着前に、フィルターの緩みが無いことをセルフチェックを必ず行うこととし、

2020年4月8日開催の放射線安全推進連絡会にて、協力企業の放射線管理責任者へ

今回の事象とルール※について周知した。

※厚労省通達：防じんマスクの選択、使用等について（基発第0207006号）

第1 事業者が留意する事項
3 防じんマスクの使用に当たっての留意事項

(2) 防じんマスクを適正に使用するため、防じんマスクを着用する前には、
その都度、着用者に次の事項について点検を行わせること。

エ ろ過材が適切に取り付けられていること。



無断複製転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

プロセス主建屋１階の除染剤剥離作業における顔面汚染について

【概要】

○4月13日、発電所構内プロセス主建屋1階で作業を行っていた協力企業作業員において、
作業後の汚染検査で身体汚染が確認され、翌日（4月14日）ホールボディカウンタ等による
内部取込量測定、および内部被ばく線量評価を保守的に行った結果、50年の預託線量評価
（当社暫定値）は0.38mSv（ガンマ:0.003mSv,ベータ:0.369mSv）であり、記録レベル
（2mSv）未満であることを確認しました。
○身体汚染の原因を調査したところ、当該作業員が使用していた全面マスク(以下「マスク」)
の排気弁に変形が確認されたことから、身体汚染の原因は、変形したマスクの排気弁から、
呼吸に伴い放射性物質を取り込んだ可能性が高いものと推定しています。
○当該作業員が使用していたマスクの他に、排気弁が変形したマスクがないか調査を行いまし
た。4月13日、当該作業員が使用していたマスクと同型かつ使用前のマスク約500個に変形
は確認されなかったものの、4月14日、当該作業員が使用していたマスクと同型かつ使用済
みのマスク240個のうち、18個に排気弁の変形が確認されました。
○暫定の対策として、変形の原因が確認されるまでの間、同型のマスクを回収し、作業中に
おいては、適宜リークチェックを実施するとともに、マスク内の曇り状況や呼吸のし易さに変
化が確認された場合は、直ちに作業を中断するよう、周知をしています。
○なお、使用済みのマスク18個に変形が確認されましたが、当該作業員以外に汚染は発生して
いないことから、内部被ばくの可能性は無いものと考えています。また、当該作業員が使用
していたマスクと異なる型のマスクにおいては、変形は確認されておりません。
○引き続き、排気弁が変形したマスクについて、使用方法や使用環境に問題がなかったか
調査を進め、適切に対策を講じていきます。
※現在、当社研究所にて詳細調査を実施中。


